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○相楽郡広域事務組合職員の期末、勤勉手当支給日に関する規則 
（昭和５６年８月制定） 

改正 昭和５９年１月１３日規則第１号    平成元年３月１７日規則第１号 

   平成１５年４月１日規則第２号  平成１６年５月２８日規則第８号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例（昭和５６年８月制定。以下「条例」 

という。）の規定に基づき、期末、勤勉手当の支給日を定めることを目的とする。 

（期末手当の支給） 

第２条 条例第１７条第１項前段に規定する規則で定める期末手当の支給日は、別表（期末、勤勉手当 

支給日表）の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日（これらの日が日

曜日又は休日にあたるときは、それぞれその前日。ただし、その前日が土曜日にあたるときは、前々

日）とする。 

（勤勉手当の支給） 

第３条 条例第１８条第１項の規定により支給する勤勉手当の支給日は、別表（期末、勤勉手当支給日 

表）の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日（これらの日が日曜日又

は休日にあたるときは、それぞれその前日。ただし、その前日が土曜日にあたるときは、前々日）と

する。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和５９年４月１日から適用する。 

附 則（平成元年規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

附 則（平成１５年規則第２号） 

 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年規則第８号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成１６年５月１日から適用する。 
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別表 

基 準 日 支 給 日 

６月１日 ６月３０日 

１２月１日 １２月１０日 

 


